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No.

1級建築士登録第175199号 小 林 一 輝

電気

A2：1/100　A3：×70％

１３ １７
可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

KOBAYASHI Architect & Associates.

設計・監理

有限会社 小林建築設計事務所

改修前 改修後普通・管理・特別教室棟 ２階　便所　照明、コンセント設備改修図　1/100 普通・管理・特別教室棟 ２階　便所　照明、コンセント設備改修図　1/100

普通・管理・特別教室棟 ２階 便所 照明、コンセント設備改修図
2025.09 F.S

改修前　照明設備図　1/100

改修前 コンセント備図 1/100

改修後　照明設備図　1/100

改修後 コンセント備図 1/100

kobayashi12
テキストボックス
１６
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１４ １７
可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

KOBAYASHI Architect & Associates.

設計・監理

有限会社 小林建築設計事務所

改修前 改修後普通・管理・特別教室棟 ３階　便所　照明、コンセント設備改修図　1/100 普通・管理・特別教室棟 ３階　便所　照明、コンセント設備改修図　1/100

普通・管理・特別教室棟 ３階 便所 照明、コンセント設備改修図
2025.09 F.S

改修前　照明設備図　1/100

改修前 コンセント備図 1/100

改修後　照明設備図　1/100

改修後 コンセント備図 1/100

kobayashi12
テキストボックス
１６
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A2：1/100　A3：×70％

１５ １７
可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

KOBAYASHI Architect & Associates.

設計・監理

有限会社 小林建築設計事務所

改修前 改修後普通・管理・特別教室棟 １階　職員便所・バリアフリートイレ　照明、コンセント、火災報知設備改修図　1/100 普通・管理・特別教室棟 １階　職員便所・バリアフリートイレ　照明、コンセント、火災報知設備改修図　1/100

　　　　　　　　　　照明、コンセント、火災報知設備改修図

2025.09 F.S

改修前　照明設備図　1/100

改修前 コンセント備図 1/100

普通・管理・特別教室棟 １階 職員便所・バリアフリートイレ

改修後　照明設備図　1/100

改修後 コンセント備図 1/100

kobayashi12
テキストボックス
１６
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１６ １７
可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

KOBAYASHI Architect & Associates.

設計・監理

有限会社 小林建築設計事務所

改修前 改修後屋内運動場　 便所　照明、コンセント、弱電、火災報知設備改修図　1/100 屋内運動場　 便所　照明、コンセント、弱電、火災報知設備改修図　1/100

屋内運動場　便所　照明、コンセント、弱電、火災報知設備改修図

改修前 コンセント備図 1/100

改修前　照明設備図　1/100

2025.09 F.S

改修後　照明設備図　1/100

改修後 コンセント備図 1/100

kobayashi12
テキストボックス
１６



都市計画区域　　・　都市計画区域内　（　・　市街化区域　　・　市街化調整区域　　・　その他　）

用途地域　　　　・　第一種低層住居専用地域　　・　第二種低層住居専用地域　　・　第一種中高層住居専用地域

　　　　　　　　・　第二種中高層住居専用地域　　・　第一種住居地域　　・　第二種住居地域　　・　準住居地域

　　　　　　　　・　近隣商業地域　　・　商業地域　　・　準工業地域　　・　工業地域　　・　工業専用地域

その他の指定　　・　建築基準法第２２条指定区域内　　・　建築基準法第２２条指定区域外　　・　指定なし

　５．工事種目 （　・　印が付いたものが対象）

・　換気設備

　工事種目

建物別及び屋外　

・　排水通気設備

・　給水設備

・　衛生器具設備

普通教室棟

工     事     種     別

　１．工事名称

Ａ．工 事 概 要

　３. 用途地域等

　２．工事場所

可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

　　　　　　　　・　都市計画区域外

可児市土田4226番地の1

　　　　　　　　・　用途地域の指定のない区域

防火地域　　　　・　防火地域　　・　準防火地域　　・　指定なし

普通・管理
屋　外

○

○

○

○

○

○

屋内運動場棟

　　　　　　　　・　（　　　　　　　　　　　）

普通教室棟 7項２ｍRC-4 2,644 改修

・特別教室棟
プール棟

○ ○

○

○

○

○

特　　　　記　　　　事　　　　項

　　　大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）及び公共建築設備工事標準図

処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正

化合物の濃度が基準以上だった場合は、直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認をする。除去及び再検査に要

基準以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内に引渡しを行うこと。又ホルムアルデヒド及び揮発性有機

（１）質疑回答書（２）現場説明書（３）特記仕様（４）図面（５）標準仕様書及び標準図

１）章は●印の付いたものを適用し、項目は○印内に数字のあるものを適用する。

３）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」による注意情報が発せられ

（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省

工事施工途中における技術検査の対象箇所・実施回数等は監督員の指示による。

総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね１０日前までに支障のない状況まで完了していること。

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、ＣＯＲＩＮＳ（工事実施情報サービス）への登録を原則

　　特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの機器・機材は監督員の承諾を受け施工する。

また、工事完了後に同計画書の実施報告書（ＣＯＢＲＩＳ）を提出すること。

２）主要材料については、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。

使用する機材について、自主検査記録（任意様式）を作成すること。ただし、主要な機材については監督員の検査を受ける。

建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、

また、製造工場等における検査を行う機材については、監督員の指示による。

３）設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等については、あらかじめ見本を提出

なお、監督員検査の結果、合格とされた機材と同じ種別の機材は、以後原則として抽出検査とする。

官公署の検査を必要とするものにあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。

１）本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質および性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料・その他

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

　　　大臣官房官庁営繕部監修の公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）及び公共建築設備工事標準図

（１）特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省

４）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。

　　た場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の安全措置を講ずるとともに、工事中断などの措置

　　をとること。又この事実が発生した場合は、契約書第２６条（臨機の措置）によって処理されるものとする。

１）引き渡しを要するもの（ ・　　　　　　　　　　・ 　　　　　　　　　　）

２）特別管理産業廃棄物　（ ・　　　　　　　　　　・ 　　　　　　　　　　）

３）再生資源化を図るもの（ ・　　　　　　　　　　・ 　　　　　　　　　　）

４）石綿含有品　　　　　（ ・ 配管用成形保温材 ・ フランジ用ガスケット （ ・ 配管　・ ダクト ・ ボイラー本体 ））

撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理をする。

・　配管（建築配管作業）　　　・　熱絶縁施工（保温保冷工事作業）　　　・　建築板金（ダクト板金作業）

・　冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）　・　空気圧縮装置組立て（空気圧縮装置組立て作業）　

・　塗装　　・　さく井（　・　パーカッションさく井工事作業　・　ロータリー式さく井工事作業）

中間検査　・　対象工事（対象部分：　　　　　　　　　　　　　）　・　対象外工事

・ 別契約の関係受注者（包含工事の場合は元請）が設置したものは無償で使用できる。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法

による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

・ 土壌検査（　・ 実施する　　・ 実施しない　　・ 実施済み　） ・ 構内敷均し　・ 建築工事にて処分

４月１日施行)を遵守すること。またその実施に際しては事前に計画書を作成し監督員へ提出、承認を得ること。

建設発生土(建設工事に伴い発生する土砂等)を搬出又は搬入する場合は「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成１９年

使用資材については、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼンの含まれ

上記が含まれる資材を使用する場合は監督員と協議し、指定濃度となるよう枯らし期間を充分取り施工を行うこと。

機械設備工事 特記仕様書

設　　　備　　　概　　　要

（　・　印を付けたものは、本工事あるいは既設設備の概要を示すもので、仕様を規定するものではない。）

・ ダクト方式（　・　各階ユニット　　・　中央　）　　　　・ パッケージ方式（　・　マルチ　　・　個別　）

・ ファンコイルユニット･ダクト方式　　　　・　ガスエンジンヒ-トポンプ方式　　　・　灯油エンジンヒ-トポンプ方式

・ 水道直結方式　　　・ 高置タンク方式   　・ 圧力タンク方式   　・ ポンプ直送方式　　・ 増圧給水直結方式

建物外放流先　汚　水（ ・ 下水管直放流　　　　　 ・ 　　　　　　　　）

　　　　　　　雑排水（ ・ 下水管直放流　　　　　 ・ 　　　　　　　　）

・ 連結散水設備　　　　・ 連結送水管　　　・ 不活性ガス消火設備（ ・ 　　　）

・ 都市ガス（種別：　　　　発熱量　　　　ＭＪ/ｍ　（Ｎ）　供給事業者名　　　　　）

・ 液化石油ガス（　・　ボンベ　　・　バルクタンク　　・　　　　　　　）

　６．設備概要

方式及び種別

・　空調方式

・　暖房方式

・　自動制御方式

・　給水方式

・　排水方式

・　ガスの種類

・　消火設備の種別

３

・ 電気式　　・ 電子式　　・ デジタル式　　・ 中央監視制御

建物内汚水、雑排水　（ ・ 合流式　　・ 分流式　）

ポンプ排水　　 ・ 有（ ・ 汚物　　　・ 雑排水　　・ 湧水　）　　・無

・ 屋内消火栓設備　　　・ スプリンクラー設備　　　・ 泡消火設備

　４．建物概要

建 物 名 称 構造及び階数 延面積 消防法施行令の適用

．再生資源利用計画書

  及び再生資源利用促

．機材（工事材料）の

．室内汚染物質の測定

４ ．環境への配慮

５

　進計画書

．発生材の処理

．建設廃棄物

  検査等

．足場その他

６

７

．残土処分

８

１０

９

１１

．技能士

．概成工期

．検査

１２

１３

１４

　　して確認を受ける。

・ 本工事で設置する。　

・ 要　　　　・ 不要

混合物の処理については管理最終処分場に持ち込むものとする。

処理の三原則」の規定を遵守し適正に処理する。

した費用の全ては受注者の負担とする。

配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。

・　鉄工（　・　製缶作業　　・　構造物鉄工作業）

改修標準仕様書第１編２．２．１より足場の種別は以下による。

　・ 内部足場（ ・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ 　種 ）

　・ 外部足場（ ・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ 　種 ）

る量等に充分注意し資材の選定を行うこと。

．工事実績情報の登録

Ｂ．工 事 仕 様

　１．一般仕様

　２．特記事項

．法令その他

章 項　　　目

●
一
般
共
通
事
項

．機材等３

２

１

備　考

１）新設工事共通仕様書

とする。

２）改修工事共通仕様書

２）特記事項は　・　印だけを適用する。

この仕様書は下記の要領により適用する。

　　　（機械設備工事編）（最新版）による。

本工事は工事に関する法令・条例及び規定等に基づいて施工する。

　　　（機械設備工事編）（最新版）による。

本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領（平成２４年版）・同解説　工事写真の撮り方（建築設備編）」

・ 設けない　　・ 設ける（ ・ 既設建物を使用　　・ 構内に新設）

・ 騒音の測定　・ 振動調整　　・ 初期運転状態の記録　・ 飲料水の水質の測定（26項目）

・ 風量調整　　　・ 水量調整　　・ 室内外空気の温湿度測定　　・ 室内空気流じんあいの測定

工事施工中、火災保険又は、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。

１）本仕様書・設計図に明記なき事項でも本工事完成の為機能上・構造上・外観上当然施工を要する事項は請負金額の増減

２）本設計図書内明記の既設配管は、既設図面及び所轄支所担当課指示に基づき作成されている為、既設の状況と図面との

　　間に差異が生じ、本設計書による事が困難な場合は、監督員と打合せの上、その指示に従い施工する。

．軽微な変更等

．工事用水・電力等

．電気保安技術者

．監督員事務所

．工事用仮設物

．施工計画書

．施工図等

１５

１７

１６

●
一
般
共
通
事
項

．火災保険等

１８

．工事写真

．完成図書

２２

２５

２０

２１

１９

．総合調整

２４

２３

１）総合施工計画書（仮設含む）

２）工種別施工計画書

　　なく完全に施工のこと。

・ 要　　　　・ 不要

現場説明書による。

　総合調整の項目

施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。

による他、監督員の指示により撮影し提出する。 

構内につくることが（　・　できる　　　・　できない　　）。

・　本工事として下記の測定表を提出する。

３）可児市共通仕様書

　　　上記仕様書の他、可児市建築工事共通仕様書（最新版）による。

　　　本工事の施工に関して提出書類は、可児市建築工事における取扱い書類一覧に基づき作成し提出又は提示する。

５）提出書類等

　　　また、工事着工時に工事用製本（Ａ３二つ折り）３部を提出する。

　　　工事完成時には可児市建築工事における取扱い書類一覧に基づき書類を整理し完成図書としてまとめ監督員に

６）完成時の提出書類

　　　提出すること。完成図は施工図も含め完成製本（Ａ２二つ折り、Ａ３二つ折り）各２部を提出すること。

　　　また、ＣＡＤデータ（ＪＷＷ又はＤＸＦ）を提出すること。

　　　提出・指示書類は可児市建築工事における取扱い書類一覧に基づき実施するものとする。また、工事工事打合簿

７）工事書類の簡素化

　　（指示・協議・承諾は除く）、材料確認簿、段階確認簿、確認・立会願、夜間・休日作業届の書類を提出する場合は、

　　　所定様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。

　　　これらに定めのない事項については、監督員と協議する。

Memo

設計・監理

小林建築設計事務所有限会社

Date．

特記仕様書－１

可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

N.S
Scale．

Project.

Code.

01

Section.

機械

No.

小林一輝

Draw.

neo-m2025.09

1級建築士登録第175199号
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KOBAYASHI Architect & Associates.

普通・管理・特別教室棟 7項２ｍRC-3 2,475 改修

屋内運動場棟 7項２ｍS-1 899 改修

プール棟 7項２ｍRC-1 155 改修

○

○

○

飲料水の水質の測定は下記とする。（試験検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。）

・一般細菌　・大腸菌　・カドミウム及びその化合物　・水銀及びその化合物　・鉛及びその化合物　・ヒ素及びその化合物

・六価クロム化合物　・シアン化物イオン及び塩化シアン　・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　・フッ素及びその化合物

・亜鉛及びその化合物　・鉄及びその化合物　・銅及びその化合物　・マンガン及びその化合物　・塩化物イオン

・カルシウム、マグネシウム等（硬度）　・蒸発残留物　・陰イオン界面活性剤　・フェノール類

・有機物（全有機炭素の量）　・ｐＨ値　・味　・臭気　・色度　・濁度　・残留塩素

・　特定の施設

一般機器

耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版（独立行政法人建築研究所監修）

　　・ 1.2 ］及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数［ ・ 1.0　

２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とした値とする。

上層4階とする。中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は

　・ 給水機器（受水槽　　　　　　　） ・ 排水機器（　　　　　　　　　　）　　　

　・ 換気機器　　　・ 空調機器　　　・ 熱源機器　　　・ 防災設備　

機器システム図及び重要な定期点検項目等を記載した案内板を設備機械室に設ける。

　・ 監視制御設備　　　・ 危険物貯蔵装置　　　・ 火を使用する設備

重要機器

２７ ．案内板

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

1.5

上層階
機器

水槽類
屋上・及び塔屋

中間階

機器

水槽類

防振支持の機器

防振支持の機器

1.5

1.0１階及び地下階

水槽類

重要機器は次のものを示す。

　・ 避難経路上に設置する機器

防振支持の機器

1.0機器

．耐震措置２６

１）機器の据付け及び取付け

による。

設計用標準水平震度

機器種別部　位

重要機器 一般機器

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.5

0.6

0.6

1.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.0 1.0

1.0

0.6

0.6

0.6 0.40.6

・　一般の施設

kobayashi12
長方形

kobayashi12
長方形

kobayashi12
長方形

kobayashi12
長方形

kobayashi12
長方形

kobayashi12
テキストボックス
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 　　　　　　　　・ 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　※地中配管

・ 耐寒水栓（吊コマ）　　・ 湯沸室流し用の水栓は泡沫式とする。

洗浄水量は４Ｌ/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

洋風便器の洗浄弁の洗浄水量は８．５Ｌ/回以下とする。ただし、タンク式の洗浄水量は６．５Ｌ/回以下とする。

　　　　　　　　　　　 　その他の部分では管の上端より（ ・ ３００ｍｍ　・ ６００ｍｍ）以上

・ 埋設深さは原則として、車両通行部分では管の上端より（ ・ ６００ｍｍ　・ 　　　ｍｍ）以上

 親メーター（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 親メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス）

２）地中埋設配管 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）(・ 建物内　　・ 屋外部分）

上記の選択で、ポリ粉体鋼管又は塩ビライニング鋼管を使用する場合、厨房、浴室等のシンダー内配管はＰＤ又はＶＤとする。

・ 合成樹脂製　　・ ステンレス製　　　・ 人造石とぎ出し製　　・ アルミニウム合金製

・ 水道事業者指定品（　・ 貸与品　　　・ 買取り）　　　　　　・ 標準図ＭＣ形（子メーター用）

３）水道直結配管　引込みは水道事業者の指定による。量水器以降は、１）及び２）による。

 　　　　　 　　 ・ 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

 　　　　　　　　・ ポリ紛体鋼管（・ ＰＢ　　　　　　　　　　 ）

 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（・ ＶＢ　・ 　　　　　）

 子メーター（  ・ 買取り　・ 　　　 ）　 子メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス）

１）屋内　汚水管　　　　　　　・ 排水用塩ビライニング鋼管　　・ 

２）屋外　第１桝以降及び桝間　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）

 　　　　 雑排水管・通気管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・ 

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）

  　　　　　　　　　　　　　　・ 耐火二層管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）

 　　　　 ポンプアップ排水管　・ 排水用塩ビライニング鋼管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）

１）洗面器及び手洗器に直結する排水管は器具トラップより１サイズアップとする。

２）給湯室台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管でもよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）　※地中配管

  　　　　　　　　　　　　　　・ 耐火二層管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）　※地中配管

．凍結深度

．配管材料

．満水試験継手

．放流納付金

．洗面器等の排水管

７

１

４

３

２

●
排
水
設
備

 屋外配管の凍結深度は　６００ｍｍ

  　　　　　　　　　　　　　　・ 

・ 要（　・ 本工事　　・ 別途工事）　・ 不要

図示の位置に取り付ける。

　　　　　衛生器具廻り　　　　・ ビニル管　　・ 鉛管

．水　栓

．小便器

．大便器

．掃除流し

．和風大便器

．管の地中埋設深さ

．水栓柱

．量水器桝

．量水器

．引き込み納付金

．配管材料

 　　　耐火カバー

１

２

３

４

５

●
衛
生
器
具
設
備

６

５

４

３

２

１
●
給
水
設
備

・ カウンター取付け形

和風大便器の防火区画貫通処理は標準図による。

排水口は（　・ 目皿　　・ 鎖付きゴム栓）とする。

１）一般配管　　 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

・ 要（　・　本工事　　・ 別途工事）　　・ 不要

穴開け(補強を含む）

型枠（補強の有るもの）

ボードの切込み及び補強共

撤去（ボード類のみ）

撤去（下地開口補強を含む）

防油提 建物内、油サービスタンクの防油提

機器と付属操作スイッチとの渡り配管配線（接地共）

自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器付属の制御盤以降の二次側配管配線（接地共）

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパーに至る配管配線

天井、壁などのボード類

コンクリート壁、床など

小便器用節水装置の制御盤以降の二次側の配管配線

電
 
気
 
配
 
管
 
配
 
線

改
 
修
 
工
 
事

復旧

仕上げ補修

荒補修

はつり

鉄骨部材のはり貫通部

Ｃ．工 事 区 分 表

鉄骨鉄筋コンクリート部材のはり貫通部

ＲＣ部材のはりの貫通部

ＲＣ部材の床・壁の貫通部

床デッキプレートの貫通部

開口部の穴埋め補修

天井・軽鉄間仕切りの開口

防水層に影響する基礎

上記以外の機器の基礎

大形設備機器の基礎

屋上設置の設備機器の基礎

架台、アンカーボルト

湯沸室等の排気フード

湯沸室等流し台

厨房床貫通部止水処理

換気扇の取付枠

外部取付ガラリ

床、天井点検口

基
　
礎
　
等

開
　
　
口
　
　
部

項　　　　　　　　　目

ステンレス製天蓋

排水トラップ共

スリーブ

補　強

スリーブ

補　強

型　枠

スリーブ

補　強

補　強

切り込み

ダクトチャンバーの接続用フランジを含む

－－－

○－－

－－－

－－－

○－○

－－－

－－－

－○○

－○○

－○－

－○－

－○－

－○－

－○－

○－○

機械設備 建築 電気設備

－ － －

－－－

－－－

－○－

○－○

○－○

○－○

－－－

－－－

○－○

－○－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－○

－－－

－－－

－－－

－－○

－－－

－○－

－－－

●
一
般
共
通
事
項

・ 厨房系統の排気ダクトは標準仕様書第３編２．２．２．２のダクトの板厚の項より一番手厚いものを使用する。

・ 外気取入れ用ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）　※取り入れ口より吹き出し口まで全て

　　　　　　　　 ・ スパイラルダクト　　・　フレキシブルダクト（　・　保温付　　・　保温無　）

空気調和設備の当該項目による。

空気調和設備の当該項目による。

次のダクトは保温を行う。

図示の位置に取り付ける。

・ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクト（範囲及び仕様は図示による）

・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが１，５００ｍｍ以下の部分）

・ 高圧1ダクト（範囲は図示による。）

　　　　　　　　 ・ アングルフランジ工法

 ・ 厨房系統　　　・ 浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　　　・ 

・ 多湿箇所のダクトの保温要　（保温の厚さ５０ｍｍ、範囲は図示による）

・ 排気用ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）　※外壁より１ｍ

・ 厨房及び湯沸室の排気ダクトの保温要　（保温の厚さ５０ｍｍ（ＲＷ）、範囲は図示による）

１ ．ダクト
●
換
気
設
備

　（範囲は図示による）

．シールする排気４

２

３ ．ダンパー

５ ．チャンバー

．保　温６

．風量測定口

Memo

設計・監理

小林建築設計事務所有限会社

Date．

特記仕様書－２

可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事

N.S
Scale．

Project.

Code.

02

Section.

機械

No.

小林一輝

Draw.

neo-m2025.09

1級建築士登録第175199号
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KOBAYASHI Architect & Associates.

業務用冷凍空調機器の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２．４．３により、次の書類の写しを監督員に

パッケージ形空気調和機の移設等により、冷媒の回収・再充填が必要となる場合においては、上記に準じて冷媒の大気中への

．既設ダクトの再利用 改修標準仕様書第３編２．２．８「既設ダクトの再利用」による。

１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。

改修標準仕様書第３編２．２．９「ダクト清掃」を　　・ 行う　　・ 行わない

範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別途とする。

放射線透過検査等による埋設物の調査は（ ・ 要　・ 不要 ）とする。

２）新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

改修標準仕様書第２編５．１．３「インサート及びアンカー」による。

　　・ アンカー引抜試験（　・　性能確認試験　　・　施工後確認試験　　）

石綿含有分析調査　　・ 本工事　　　・ 別途工事

撤去する配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。

撤去する配管（断熱材被覆銅管を含む）、ダクト等の保温は分離する。

石綿撤去方法　　　　・ 本工事（　・　図示による　）　　・　別途工事

撤去する前にフロンを屋外側ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行う。

　・ 冷媒充填・回収証明書　　・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

放出を防止する措置を講じること。

下記の試験を行う場合には、範囲は監督員と協議による。

６ ．非破壊検査

７ ．試　験

．あと施工アンカー８

．撤去工事９

提出する。

１０ ．冷媒（フロン類）

　　　　　　の回収

事前調査　　・ 本工事　　・ 別途

　調査項目　・ 既存資料調査

　調査範囲・方法　　・　図示　　・ 工事範囲

２）撤去及び取壊し工事は、既存設備の概要を充分に調査・把握・検討した後着工する事。

１）本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

仮設間仕切は、改修標準仕様書第１編２．２．３による。種別（ ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ）

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編３章による。

．施工調査２

．仮設間仕切３

４ ．養　生

５

１ ．既設との取合い
●
改
修
関
係
事
項

３）配管試験は　・　水圧試験　　・　満水試験　　・　通水試験　を行う。

（１）地中埋設標　　　　・　要（分岐点・曲点）（ ・樹脂製（ＳＵＳプレート）　　・ 鉄製　　）　　・　不要

　　・　山砂の類　　排水管　０．１６ｍ／ｍ　． 給水・消火・ガス管　０．１ｍ／ｍ　．

　　・　ペトロラタム系　　・　ブチルゴム系　　・プラスチックテープ

３）地中埋設の鋼管類（排水配管の鋼管類及び合成樹脂等で外面を被覆された部分は除く）の防食処理

（２）埋設表示テープ　　・　要（表示テープ）　　・　要（ロケーティングワイヤー）　　・　不要

４）保温を施さないの鋼管類でコンクリートへ埋込又は貫通部の防食処理

　　・　ペトロラタム系　　・　ブチルゴム系　　・プラスチックテープ

水道直結給水配管系に使用する弁の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。

ステンレス鋼管に取り付ける呼び径６５以上の弁は、ステンレス製とする。

．地中埋設標等

．絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ・絶縁継手

．鋼管用伸縮管継手

．防振吊り金物

  　及び防振支持金物

３０

２９

．弁　類

３１

３２

３３

3

２）埋戻土及び盛土

図示の位置に取り付ける。

図示の位置に取り付ける。

　　・　根切土中の良質土　・場外搬入土

１）地中埋設配管（排水管を除く）

特記のない弁の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。

油系に使用する弁の耐圧は、１０Ｋ（マレアブル弁等）とする。

・　弁名札及び開閉状況札を取付ける。

・　ベローズ形　　　・　スリーブ形

3

屋外設置のマンホール類には用途名を入れる。

屋外で使用する鋼材等は、（　・溶融亜鉛めっき仕上げ　　・ステンレス鋼材　）とする。

標準仕様書第２編３章１節によるほか次による｡ただし各工事種目で別に指定されたものは除く｡

・　共同溝内　　ダクト：　　　　　　　　　　配管：

・ 保温無し屋内露出の配管及びダクトは塗装を行う。（ただし、機械室内及び屋上は除く）

既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。

穴開けを行う際は、電磁誘導等の機器で鉄筋探査を行う。

（　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

電線及びＥＭケーブルの規格は標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。

電線類は、ＥＭケ－ブルを使用する。（機器、盤類を除いてもよい）

．保温工事３４

・　多湿箇所　　室　名：

・　

．塗　装３５

．はつり３６

３７ ．天井仕上区分

．他工事又は他工種３８

　　　　とのとりあい

．電線類３９

その他４０

また、鉄筋の切断が必要な場合は監理者、発注者に確認の上、行う事。

２８ ．配　管 １）呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は、下記による。

　　メカニカル形管継手（ ・ 拡管式　　・ プレス式）

２）建物導入部配管の変位吸収方法は標準図施工4・5（建築物導入部の変位吸収配管要領)による。

・ （ａ）フレキブルジョイントを使用　　・ （ｂ）ボールジョイントを使用　　・ （ｃ）スリークッション

３）溶接部の非破壊検査　　・ 不要　　・ 要（　　　　）
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